
 

認定申請 基本チェックリスト実施 

要介護 

１～５ 

要支援

１・２ 
非該当 

総合事業

対象者 
非該当 

ケアプラン作成

一般介護予防事業

（介護予防教室等）

を利用 

介護予防・日常生活支援 

サービス事業を利用 

介護 

サービスを利用 

地域包括支援センターへ相談 

介護予防 

サービスを利用 

①新規で介護認定が必要なサービス利用を希望する方 

②要介護・要支援認定の更新を迎えた方で認定更新を

希望される方 

 

①新規で総合事業のサービス利用の希望がある方 

②要介護・要支援認定の更新を迎えた方で認定更

新を希望しない方 

 

 

 

２５の質問項目から日常生活に必要な機能が低下していないかを確認します。 

総合事業利用までの流れ 

基本チェックリストとは 


